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 本会においては地域建設業が他産業との人材確保競争を勝ち抜き、将来に亘

って地域社会に貢献していくため取り組むべき働き方改革の指針として、新た

な決意の下、「働き方改革行動憲章」を策定した。本調査は、今後、働き方改

革への取組を一層推進するため、会員企業の実情や働き方改革への取組状況等

の把握を目的としたものである。 

月間残業時間については、各社上位３名について調査を行った。11.0％が 80 時

間以上、年間休日数（各社上位３名）については、26.2％が 70 日以下となるなど、今

後の改善に向けた具体的課題が明らかとなった。 

なお、本調査は最終締め切り前のものであるため、今回のプレスリリースは中間

報告となる。 
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「働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査」 

結果概要（中間報告） 

 

 政府においては、建設業における働き方の改善を求める「働き方改革実行計画」が策定され、これを受け本会

でも「働き方改革行動憲章」を策定（9 月 21 日）するなど、業界内において働き方改革を推進する流れが加速

している。 

本会では、これまで「将来の地域建設業の担い手確保・育成のための行動指針」や「建設業における女性の活

躍の場の拡大へのロードマップ」に基づき、建設業の魅力アップを図ってきたところであるが、今後、働き方改

革への取組を一層推進する中で、会員企業の実情や働き方改革への取組状況等を把握し、今後、目指すべき方向

性を探ることを目的として、47 都道府県建設業協会会員企業全社を対象として標記調査を実施した。 

 

１．長時間労働の抑制への取組について 

   勤務時間の管理方法については、本人の申告が 61.3％となった。長時間労働の抑制への取組については、

「経営トップによる声かけ」、「定時退社の呼びかけ」、「休日出勤の禁止・抑制」が上位。 

２．残業時間の状況について 

   月間残業時間（各社上位３名）について、69.1％が 44 時間以下におさまっているものの、11.0％が 80

時間以上。なお、年間（平成 28 年）残業時間（各社上位３名）については、71.6％が 360 時間未満、6.8％

が 720 時間以上。職種はいずれも技術者が最多。 

３．休日の状況について 

   年間休日数（休んだ日が少ない職員３名）のうち 26.2％が 70 日以下。また、有給休暇取得日数（取得日

数が少ない職員３名）のうち 26.4％が 0日。ともに少ない上位３名では技術者が最多。 

   長時間労働の是正や週休２日制の普及に向けて必要と考えられる取組については、「適正な工期の設定」

が 66.1％。続いて、「提出書類の簡素化・削減」48.3％、「設計労務単価の大幅引上げ」41.2％。年次有

給休暇の取得促進に向けた取組については、「半日・時間単位の付与」が 39.7％となり最も多かった。続

いて、「経営トップによる声掛け」33.5％、「リフレッシュ休暇の活用」32.6％。 

４．働き方改革の推進について 

   働き方改革を進める上で取り組むべき優先順位が高いものは、「経営トップの意識」61.8％、「職員の意

識」48.2％と意識改革が上位を占め、次いで「発注条件の改善」45.6％、「生産性向上」44.2％と続く。生

産性向上への取組状況では、「社内の人材育成」53.5％、続いて、「社外の研究会・講習会等」41.9％と人

材の育成に注力しており、70.8％の企業で「資格取得等自己啓発等を促す資格手当や助成制度」を設けてい

る。 

また、i-Construction の推進に向けた機器等の導入については、「自己資本金の範囲で積極的に導入を

進める」が 33.6％、「導入したいがそのゆとりはない」が 34.9％。 

５．賃金水準の確保について 

職員の賃金の支払形態については、70.3％が月給制。職種別に見ると、技術者、事務職、営業職がいずれ

も月給制が 80％以上、技能者は 36.7％にとどまる。直近１年間での職員の賃金については、「基本給を引き

上げた」、「一時金のみ引き上げた」、「基本給・一時金とも引き上げた」を併せると 78.6％。 

６．女性の活躍促進について 

   職員全体に占める女性職員の割合は、12.8％。女性職員の職種については、24.9％が技術者。女性職員増

減については 18.0％が増加、4.7％が減少。また、採用した職員の男女比についても、昨年より１ポイント

増加して 18.0％となり、女性職員の増勢は続いている。 



働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査結果① 

今般、政府においては「働き方改革実行計画」が策定され、建設業における働き方の一層の改善も求められていることから、本会では、今後、働き方改革へ
の取組を推進する中で、会員企業の実情や働き方改革への取組状況等を把握し、目指すべき方向性等を探ることを目的として、「働き方改革の推進に向けた
取組状況等に関するアンケート調査」を実施した。 
 
調査対象：各都道府県建設業協会会員企業   回答社数：３，１０６社 
調査時期：平成２９年８月１日現在の状況     事業内容： 土木１，５７４社、建築１６５社、土木建築１，３０２社、その他６５社 

残業時間の対応について 勤務時間管理は約６割の企業で本人の申告となっており、タイムカード、勤怠システム等は併せて３割強。長時間労働の抑制への 
                 取り組みについては、「経営トップによる声かけ」が最も多く、次いで「定時退社の呼びかけ」、「休日出勤の禁止・抑制」。 

67.4% 

25.1% 

4.0% 

1.6% 

1.9% 

完工高 

10億円未満 10億以上50億円未満 
50億以上100億円未満 100億円以上200億円未満 
200億円以上 

78.1% 

15.9% 

4.6% 

1.4% 

資本金 

5,000万円未満 
5,000万以上１億円未満 
１億以上10億円未満 
10億円以上 

23.3% 

60.3% 

9.9% 

3.8% 2.7% 

従業員規模 

10人以下 11人～50人 
51人～100人 101人～200人 
201人以上 

60.0% 14.2% 

25.9% 

職員の職種 

技術者 技能者 事務職・営業職員 

61.3% 

24.1% 

7.5% 

7.1% 

勤務時間（残業時間）管理方法について 

本人の申告 タイムカード 

勤怠・就業管理システム その他 

46.1% 

32.7% 

32.0% 

21.7% 

17.4% 

6.5% 

1.4% 

0.3% 

4.3% 

23.2% 

経営トップによる声かけ 

定時退社の呼びかけ 

休日出勤の禁止・抑制 

深夜残業の禁止・抑制 

ノー残業デーの導入 

統一土曜閉所への参加 

朝型勤務の導入 

テレワークの活用 

その他 

特に取り組んでいるものはない 

長時間労働の抑制への取組（複数回答可） 



働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査結果② 

残業時間の状況について  月間残業時間（各社上位３名）について、69.1％が44時間以下におさまっているものの、11.0％が80時間以上となっている。なお、 
                  年間（平成２８年）残業時間（各社上位３名）についても、6.8％が720時間以上となっている。職種はいずれも技術者が最多。 

69.1 

66.5 

74.0 

91.7 

79.5 

11.4 

12.5 

8.1 

4.0 

8.7 

8.5 

9.3 

6.7 

3.0 

6.8 

5.6 

6.0 

5.8 

0.5 

3.7 

5.4 

5.7 

5.4 

0.8 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計 

技術者 

技能者 

事務職 

営業職 

月間残業時間（各社上位３名） 

～44時間 45～59時間 60～79時間 80～99時間 100時間～ 

71.6 

68.2 

82.3 

88.4 

78.5 

14.3 

15.6 

10.1 

6.5 

11.7 

7.4 

8.4 

4.0 

2.5 

5.4 

4.0 

4.6 

1.9 

1.7 

1.5 

2.8 

3.2 

1.6 

0.8 

2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計 

技術者 

技能者 

事務職 

営業職 

年間（平成２８年）残業時間（各社上位３名） 

～359時間 360～539時間 540～719時間 720～899時間 900時間～ 

76.8% 

16.1% 

4.6% 
2.5% 

月間残業時間各社上位３名の職種について 

技術者 技能者 事務職 営業職 

78.4% 

15.2% 

4.1% 
2.4% 

年間残業時間各社上位３名の職種について 

技術者 技能者 事務職 営業職 

（有効回答数：8,824） 

（有効回答数：8,761） 



働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査結果③ 

休日の状況について①  年間休日数（休んだ日が少ない職員３名）のうち26.2％が70日以下となった。また、有給休暇取得日数（取得日数が少ない職員3名）         
                 のうち26.4％が0日となった。ともに少ない上位３名では技術者が最多。 

13.8 

13.4 

13.7 

16.0 

19.0 

12.4 

13.3 

11.8 

4.0 

8.5 

19.8 

21.2 

17.4 

9.4 

15.1 

24.0 

24.4 

23.3 

20.0 

21.3 

17.7 

17.2 

19.5 

21.4 

16.7 

12.3 

10.4 

14.2 

29.2 

19.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計 

技術者 

技能者 

事務職 

営業職 

年間休日数（休んだ日が少ない職員３名） 

～60日 61～70日 71～80日 81～90日 91～100日 100日～ 

26.4 

28.9 

19.6 

16.8 

25.4 

43.3 

43.1 

42.5 

44.8 

45.8 

20.1 

19.3 

23.2 

23.5 

18.3 

6.9 

6.0 

10.1 

8.5 

8.0 

3.3 

2.6 

4.7 

6.3 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計 

技術者 

技能者 

事務職 

営業職 

有給休暇取得日数（取得日数が少ない職員３名） 

0日 1～5日 6～10日 11～15日 16日～20日 

76.3% 

15.1% 

5.7% 
2.9% 

年間休日数の少ない職員３名の職種について 

技術者 技能者 事務職 営業職 

72.4% 

14.9% 

9.1% 

3.7% 

有給休暇の少ない職員３名の職種について 

技術者 技能者 事務職 営業職 

（有効回答数：8,909） 

（有効回答数：8,822） 



働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査結果④ 

休日の状況について②  長時間労働の是正や週休２日制の普及に向けて必要と考えられる取組については、「適正な工期の設定」が66.1％となった。ま 
                  た、「提出書類の簡素化・削減」が48.3％、「設計労務単価の大幅引上げ」が41.2％となっている。年次有給休暇の取得促進に向け 
                                   た取組については、「半日・時間単位の付与」が39.5％となり最も多かった。続いて、「経営トップによる声掛け」が33.5％、「リフレッ 
                 シュ休暇の活用」が32.6％となっている。会社で定めた年間休日数は、約半数で「８６～１００日」。週休日の実施状況は過半数で「お 
                                   おむね４週６休」で、「おおむね４週８休」と回答した企業は２割以下。 

4.1% 

13.2% 

48.2% 

26.7% 

7.7% 

会社で定めた年間休日数 

～70日 71～85日 86～100日 101～115日 116日～ 

4.1% 

12.0% 

55.1% 

12.6% 

16.3% 

週休日の実施状況 

おおむね４週４休以下 おおむね４週５休 
おおむね４週６休 おおむね４週７休 
おおむね４週８休 

66.1% 
48.3% 

41.2% 
31.9% 

28.8% 
25.1% 

16.0% 
14.2% 

7.8% 
4.3% 
3.8% 
3.3% 
3.2% 

2.0% 

週休２日が確保できる適正な工期の設定 

提出書類の簡素化・削減 

設計労務単価の大幅引上げ 

適正な利潤が確保される予定価格の設定 

発注の平準化 

適正な設計図書や施工条件の整備 

施工体制の効率化 

職員の能力向上 

受発注者による工程の共同管理 

取引環境の整備に向けた行政指導の強化 

手待ち、手戻りをなくす 

ＩＣＴ等のイノベーションの活用 

ダンピング受注を行わない 

その他 

長時間労働の是正や週休２日制の普及に向け 

必要と考えられる取組について（上位３項目回答） 

39.7% 

33.5% 

32.6% 

25.1% 

10.7% 

7.4% 

0.0% 

24.6% 

半日・時間単位の付与 

経営トップによる声掛け 

リフレッシュ休暇の活用 

計画的な取得・付与 

取得状況の見える化 

プラスワン休暇の活用 

その他 

特に取り組んでいるものはない 

年次有給休暇の取得促進に向けた取組について（複数回答可） 



働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査結果⑤ 

29.7% 

26.4% 

23.5% 

16.5% 

13.1% 

3.5% 

35.8% 

職員からの相談対応の体制整備 

職員への研修、情報提供 

職場環境の評価及び改善 

管理監督者に対する教育・研修、情報提供 

メンタルヘルスケアの実務を担当する者の選任 

その他 

特に取り組んでいるものはない 

メンタルヘルスケアへの取組（複数回答可） 

53.5% 

41.9% 

37.3% 

18.3% 

9.3% 

4.5% 

0.7% 

18.9% 

社内の人材育成に努めている 

社外の研究会・講習会等で情報収集に努めている 

社内で職員個々の業務内容を確認するなど効率化の検討を行っている 

ＩＣＴ等のイノベーションの導入に積極的に取り組んでいる 

提案制度を設け、自発的な改善を奨励している 

社外の人材を招いて技術の向上を図っている 

その他 

特に取り組んでいるものはない 

生産性向上への取組について（複数回答可） 

70.8% 

52.9% 

20.1% 

12.0% 

1.6% 

0.9% 

8.0% 

資格取得等自己啓発を促す資格手当や助成制度を設けている 

不定期だが外部研修を受講させている 

段階的・体系的な養成研修や能力向上訓練の制度を設けている 

もっぱらＯＪＴによる人材育成を行っている 

入社時の研修以外特段実施していない 

その他 

特に取り組んでいるものはない 

職員の能力向上に向けた取組について（複数回答可） 

2.9% 

33.6% 

34.9% 

22.6% 

6.0% 

i-Constructionの推進に向けた機器等の導入について 

最優先で投資（金融機関から借り入れても） 

自己資本金の範囲で積極的に導入を進める 

導入したいがそのゆとりはない 

導入の必要はなく、考えていない 

その他 

61.8% 

48.2% 

45.6% 

44.2% 

32.3% 

25.1% 

19.3% 

18.8% 

0.5% 

経営トップの意識 

職員の意識 

発注条件の改善（発注者の理解） 

生産性向上（工程・業務・事務の合理化） 

職員の能力向上・優秀な人材の確保 

労使の意思疎通 

商慣行の改善・発注者の理解 

行政の支援 

その他 

働き方改革を進める上で優先順位が高いもの（上位３項目回答） 



働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査結果⑥ 

女性職員の在職状況について 職員全体に占める女性職員の割合は昨年より0.7ポイント上昇し、12.8％となった。また、技術者は2ポイント上昇の5.3％と 
                     なった。在職女性職員の職種は、73.0％が事務職・営業職24.9％が技術者だった。  

賃金水準の確保について 職員の賃金の支払基準については、技術者の約８割が月給制であるのに対し、技能者の約６割が日給月給制または職位により    
                 日給月給制だった。直近１年間の職員の賃金については約８割で引上げを実施。 

70.3 

80.8 

36.7 

81.8 

85.2 

20.0 

11.2 

44.1 

13.1 

9.8 

7.1 

7.4 

15.0 

3.8 

2.6 

2.6 

0.6 

4.2 

1.3 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計 

技術者 

技能者 

事務職 

営業職 

職員の賃金の支払形態について 

月給制 日給月給制 職位等により、月給・日給月給制を併用 その他 

49.9% 

8.1% 

20.6% 

20.1% 

0.2% 

0.7% 
0.5% 

直近１年間での職員の賃金について 

基本給を引き上げた 一時金のみを引き上げた 

基本給・一時金とも引き上げた 引き上げは行っていない 

基本給を引き下げた 一時金のみ引き下げた 

基本給・一時金とも引き下げた 

59.1% 

40.7% 

0.2% 

直近１年間で下請と契約する際の 

労務単価について 

引き上げた 引き上げは行っていない 引き下げた 

5.3% 

2.0% 

36.2% 

12.8% 

94.7% 

98.0% 

63.8% 

87.2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術者 

技能者 

事務職・営業職員 

全体 

各職種に占める女性職員の割合 

女性 男性 

24.9% 

2.2% 

73.0% 

女性職員の職種 

技術者 

技能者 

事務職・営業職員 



82.0% 

18.0% 

採用した職員の男女比について 

男性 女性 

66.6% 

33.4% 

職員の採用について 

採用した 採用していない 

437  
(36) 

401  

43  

(26) 

17  

735  

(136) 

599  

(400)

(200)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

増加人数 減少人数 純増減人数 

女性職員の純増減について 

技術者 技能者 事務・営業職員 

働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査結果⑦ 

女性職員の採用状況について 全体の17.9％の企業で女性職員が増加。また、採用した職員のうち17.8％が女性職員だった。採用した女性職員の職種につ 
                     いては59.7％が事務・営業職員、32.4％が技術者となっている。  

女性職員の増減について（昨年同日比） 
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女性用更衣室の設置状況について 
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女性のいる現場の割合について 

女性がいる現場 女性がいない現場 

働き方改革の推進に向けた取り組み状況等に関するアンケート調査結果⑧ 

女性職員の職場環境について 女性がいる現場における女性用トイレの設置状況は、すべての現場で設置が22.8％、一部の現場で設置が35.4％となり、昨               
                     年よりも大幅に増加した。同じく女性更衣室の設置状況も大幅に改善されている。育児休業については、利用実績があると回 
                     答した企業は12.0％だった。                    
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